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「福岡地区水道企業団ネットワークサーバ機器賃貸借・保守業務委託」に係る 

提案競技 実施要領 

  

  

１ 件名 

福岡地区水道企業団ネットワークサーバ機器賃貸借・保守業務委託  

  

２ 趣旨 

福岡地区水道企業団（以下「企業団」という。）では、令和２年度より企業団ネットワーク機器、基

幹サーバ等の導入を行っており、今回企業団ネットワークサーバ賃貸借契約の更新に伴い、システム

を構成するハードウェア、ソフトウェアを本庁舎からデータセンターへ移設を行うことから、民間の高度

な専門的知識や独自ノウハウ等を活用した優れた提案を得るために、下記のとおり、公募型プロポー

ザル方式により、受託者を決定するもの。 

(1) 福岡地区水道企業団ネットワークサーバ機器賃貸借 

(2) 福岡地区水道企業団ネットワークサーバ保守業務委託 

 

３ 履行期間 

契約締結の翌日から令和 12 年 9 月 30 日まで 

   （機器の賃貸借期間は、令和 7 年 10 月 1 日から令和 12 年 9 月 30 日までの 60 ヶ月） 

当契約は長期継続契約であり、履行状況が良好であり、なおかつ予算措置のなされる限り、上記に

定める期間の契約を行う。  

   

４ 契約上限金額   

 (1) 福岡地区水道企業団ネットワークサーバ機器賃貸借 

      81,213，000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

・ハードウェア、ソフトウェア、ミドルウェア、OS 等の購入費用、ライセンス費用、利用料、保守料 

・システム構築、工事、設置、インストール及び設定などの初期費用 

      上記の賃貸借契約期間中に企業団ネットワークサーバをシステム稼働させるために必要な費 

用を全て含めること。 

【内訳】 

令和 7 年 10 月 1 日から令和 12 年 9 月 30 日までの 60 ヶ月間のリース契約を 

前提とした支払金額の総額 

(2) 福岡地区水道企業団ネットワークサーバ保守業務委託 

      12，408，000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

      ・上記賃貸借期間中におけるサーバ・ネットワーク管理、定期保守及び報告、各種問い合わせ 
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受付業務等を全て含めること。 

【内訳】 

令和７年度               1，240，800 円 

令和８～11 年度(各年度)    2，481，600 円 

令和 12 年度              1，240，800 円 

                ※ただし、各年度毎の契約とする。 

(３) 回線使用料 

回線使用料については契約上限金額に含まないが、見積書の中に回線使用料の見積金額を 

提示すること。 

 

5 委託業務内容  

資料１「仕様書」のとおり  

 

6 この提案競技に参加する者に必要な資格  

この提案競技には、次の各号に掲げる資格（以下「参加資格」という。）を有する者でなければ参 

加することはできない。共同事業者（以下「ＪＶ」という。）として参加する場合は、ＪＶのすべての構成 

員が参加資格を有している必要がある。  

(1) 企業団の令和 4・5・6 年度競争入札有資格者名簿の申請区分業種「情報処理 」、「ＯA 機器」

登載されている者であり、当該名簿の有効期間内にこの提案募集の公示の日又は提案競技参

加申請期限日が含まれていること。  

(2) 地方自治法施行令第 167 条の４に該当する者でないこと。  

(3) この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、 この提

案競技の終了を宣言した日）までの間に、企業団から福岡地区水道企業団指名停止等措置要領

（以下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置を受けている期間がある者でないこ

と。  

(4) この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、この提案

競技の終了を宣言した日）までの間に、措置要領別表第１、第２及び第３の各号に規定する措置要

件に該当しない者であること。 

(5) 市町村税を滞納していない者であること。 

(6) 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

(7) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定がなされ、

競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除

く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始

の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が

著しく不健全であると認められる者でないこと。 
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(8) 「別紙 暴力団関与」に該当しないこと。 

 ※  なお、最優秀提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に、措置要領別表第１、第

２及び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は企業団に提出した書類又は電子ファ

イルに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、契

約の相手方としないことがある。  

 

７  スケジュール（予定）  

（１）募集開始  令和 7 年 2 月 21 日（金）  

（２）質問書提出締切  令和 7 年 3 月 3 日（月）  

（３）質問への回答  令和 7 年 3 月 7 日（金）  

（４）提案競技参加申込締切  令和 7 年 3 月 13 日（木）  

（５）提案書提出締切  令和 7 年 3 月 18 日（火）  

（６）プレゼンテーション・選定委員会による審査  令和 7 年 3 月 25 日（火）（予定）  

（７）事業者決定  令和 7 年 3 月 26 日（水）（予定）  

（８）契約締結  令和 7 年 4 月中旬（予定） 

  

８ 質問の受付及び回答 

   受付期限：令和 7 年 3 月 3 日（月）  

    提案を行うにあたり疑義が生じた場合は、「質問書（様式４）」に記載の上、期限までに本実施要領 

「18 問い合わせ先」に電子メールにて提出すること。 

・メール件名：「【企業団ネットワークサーバ構築】提案に関する質問（事業者名）」 

担当者から返信の電子メールを送付するため、メールが届かなかった場合は「18 問い合わせ先」 

に記載する電話番号に連絡すること。  

質問に対する回答は、福岡地区水道企業団ホームページに掲載する。  

ホームページへの掲載予定：令和 7 年 3 月 7 日（金） 

※掲載場所  

福岡地区水道企業団ホームページ＞契約・検査情報＞入札・契約情報＞入札広告等情報 

＞公募情報＞  

  

９ 提案競技参加申込  

      本提案競技に参加を希望する場合は、参加資格を確認の上、下記の書類を提出すること。 

(1)  提出期限・方法  

提出期限：令和 7 年 3 月 13 日（木） 
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「18 問い合わせ先」の場所へ郵送（必着）、持参、または電子メールにより提出すること。 

・メール件名：「【企業団ネットワークサーバ構築】提案競技参加申込（事業者名）」 

※ 郵送の場合は、特定記録又は簡易書留で送付すること。  

※ 持参の場合は、平日９時から 17 時までの間に提出すること。  

※ 電子メールの場合は、提出した旨を電話で連絡すること。  

※ 提出期限以降の提出は一切受け付けないため注意すること。  

(2) 提出書類（各１部）  

      以下の書類のうち、②～④については、提出日前 3 か月以内に発行された原本を提出するこ 

と。 

 ① 提案競技参加申請書（様式１-1）  

※ ＪＶとして参加する場合は、代表１社が様式１-1 を作成し提出すること。この場合、あわせて、 

 提案競技共同事業者構成表（様式１－2）及び共同事業体協定書（書式は自由）を作成し提 

出すること。  

     ② 登記事項証明書  

注１）法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履歴事項全部証明書でも可）。  

③ 市町村税を滞納していないことの証明書  

注１）福岡市発行の納税証明のうち「市税に係る徴収金(本税および延滞金等)に滞納がな

いことの証明」がなされているものを提出すること。  

④ 消費税および地方消費税納税証明書  

注１）本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。  

注２）証明書の種類は「納税証明書（その３）」を選択すること（「その３の２」「その３の３」で 

も可）。  

 

１０ 提案書等の提出  

(1) 提出期限・方法  

提出期限：令和 7 年 3 月 18 日（火） 

郵送（必着）または持参、併せて電子メールにより提出すること。郵送の場合は、特定記録又は

簡易書留で送付すること。 

・メール件名：「【企業団ネットワークサーバ構築】提案書（事業者名）」 

 ※ 提出期限以降の提出は一切受け付けないので注意すること。 

（２） 提出書類  

資料１「仕様書」、資料２「提案書作成要領」を参照のうえ、下記①～⑤を作成し、提出する 

こと。  
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① 提案書   

・ ２０ページ以内（表紙、目次、白紙ページは除く。）とすること。 

・ 表紙を除き、提案者名が分かるような記載は一切しないこと。 

② 履行実績一覧表（様式２）  

            当該事業と同種又は類似業務の実績を記載し、提出すること。 実績がない場合は、「該 

当なし」と記載して提出すること。 

地方公共団体での事績がある場合は必ず記入すること。 

③ 見積書 （様式３） 

④ 運営体制図  

  ・運営体制及び人員配置計画について記述すること。（本業務の一部を再委託する場合又は 

  協力を受けて実施する予定の場合は、その旨についても記述をすること） 

・再委託先の企業名は記載せず A 社、B 社などとすること。 

⑤スケジュール表  

なお、③～⑤は①提案書の最後に編綴すること。 

（３） 提出物 

・書面 各７部、電子データ（PDF） 

（４） 参加の辞退  

        参加申込後に、参加を辞退する場合は、「提案競技参加辞退届（様式５）」を提出すること。  

       提出期限までに提出がなかった場合は、提案競技参加申込書を提出していた場合であって 

も、参加を辞退したものとみなす。 

 

１1 選定  

(1) 審査  

企業団が設置する選定委員会において、提案書及びプレゼンテーションの内容について審査を

行う。実施方法及び開始時間は、確定後別途事業者ごとに電子メールにより通知する。 

① 開催日 令和 7 年 3 月 25 日（火）（予定） 

② 場所  福岡地区水道企業団 本庁舎 3 階大会議室（福岡市南区清水４－３－１）  

③ 説明  

  説明資料は提出された提案書のみ（追加資料等を使用した説明は不可。パソコンを使 

用しデモンストレーションを行う場合は、パソコンは提案者で準備すること。プロジェクタ、 

スクリーンは企業団で準備する。）とし、説明時間 15 分、質疑応答 10 分とする。  

          ※ 参加者が１事業者の場合でもプレゼンテーションは行う。  

         ※ 出席者は１事業者又は１JＶあたり３名以内とし、契約を締結した場合に本委託業務を主 

に担当する方が行うこと。 
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※ 出席者は提案競技に参加する者の名称（商号又は名称等）が分かるような外見及び所 

  持品を持参しないよう注意すること。  

(2) 選定結果  

令和 7 年 3 月 26 日（水）（予定）に、プレゼンテーションに参加した全事業者に電子メールで

通知するとともに、企業団のホームページで公開する予定。  

  

１２ 採点方法及び契約相手方の決定方法  

(1) 評価方法  

資料３「提案項目・配点表」に基づき総合的に審査し、各委員の評定につき、提案項目ごとの 

平均点を合計した点数を「評価点」とする。  

(2) 契約相手方の決定方法  

・ 評価点が一番高い事業者を、最優秀提案者として選定する。評価点が二番目に高い事業 

       者を、次点提案者として選定する。同点である場合は、委員会での評価結果を踏まえて協議の

上、最優秀提案者を決定する。  

          ・参加事業者が 1 者のみの場合は、提案内容を審査し、選考委員会の全委員が、合計点の満

点の６割を満たす場合に、最優秀提案者とみなす。      

 

（３） 契約相手方決定後の手続  

          最優秀提案者と最終的な仕様等の協議を行い、賃貸借契約、業務委託契約手続きを行う。 

また、契約締結に至らない場合は、次点提案者と賃貸借契約、業務委託契約手続きのための 

協議を行う。  

 

      なお、賃貸借契約、業務委託契約の手続きにおいては、地方自治法施行令（昭和 22 年政令 

第 16 号）第 167 条の 16 の規定による契約保証金の納付が必要となることがある。  

  

１３ 提出書類等の取扱い  

(1)  提出書類等提出後の内容の変更は認めない。ただし、明らかな誤字・脱字等の場合はこの限 

りではない。  

(2) 提出された書類は返却しない。提出された書類は、契約に至った場合に使用するほかは、審査 

以外の目的で提案者に無断で使用することはない。  

(3) 提案書類等は、審査の事務に必要な場合は、複製することがある。  

(4) 選定された提案は、企業団との協議により、内容の変更を求める場合がある。  
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１4 失格要件  

    次のいずれかに該当するときは、失格とする。  

(1) 仕様書を満たさない提案又は法令に反する提案を行った場合  

(2) 提出書類に不備や虚偽があった場合  

(3) 契約手続きに向けた必要な手続きを行わない場合  

(4) 選定委員等に対する不正な行為が認められた場合  

  

１5 その他留意事項  

(1) 提案に係る費用は、参加者が負担するものとする。  

(2) 審査結果に関する質問には回答しない。  

(3) 本資料（添付資料含む）は、提案競技に参加するためのみ使用できるものとし、ほかの目的の 

ために使用することを禁止する。  

(4) 提出された提案書の内容は、契約を締結した際に提案者が責任を持って必ず履行できる内容 

とする。  

(5) この委託業務の全部又は主たる部分を第三者に再委託することは禁止する。  

(6) 資料１「仕様書」の内容は、現時点で必要と思われる委託内容を提示しており、 契約締結の際、

契約予定者に対して、企業団から内容の変更を求めて協議することがある。  

(7) 本実施要領に定めのない事項については、福岡地区水道企業団総務部総務課において定め

る。  

 

１６ 資料  

(1) 資料 1 仕様書 

(2) 資料 2 提案書作成要領 

(3) 資料 3 提案項目・配点表  

  

１7 様式  

(1) 提案競技参加申請書（様式１-1）  

(2) 提案競技共同事業者構成表（様式１－2）  

(3) 履行実績一覧表（様式２）  

(4) 見積書（様式３-1～3-9） 

(５) 質問書（様式４）  

(６) 提案競技参加辞退届（様式５）  
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１8 問い合わせ先  

〒815-0031  福岡市南区清水４－３－１  

福岡地区水道企業団総務部総務課    担当：坂田、秦  

      電話：092-552-1731  FAX：092-552-1729  

Ｅメール：kouhou@f-suiki.or.jp  


